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平成２４年加美町議会第２回定例会会議録第１号 

平成２４年６月１４日（木曜日） 
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    ９番  工 藤 清 悦 君        １０番  一 條   寛 君 

   １１番  佐 藤 善 一 君        １２番  米 木 正 二 君 

   １３番  沼 田 雄 哉 君        １４番  猪 股 信 俊 君 

   １５番  新 田 博 志 君        １６番  伊 藤   淳 君 

   １７番  高 橋 源 吉 君        １８番  伊 藤 由 子 君 

   １９番  伊 藤 信 行 君        ２０番  一 條   光 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    欠席議員  なし 

    欠  員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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企 画 財 政 課 長  髙 橋   洋 君 

協働のまちづくり推進課長  遠 藤   肇 君 

町 民 課 長  今 野 幸 伸 君 

税 務 課 長  鈴 木   裕 君 
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特別徴収対策室長  小 川 哲 夫 君 

農 林 課 長  鎌 田 良 一 君 

農業振興対策室長  鈴 木   孝 君 

森林整備対策室長  早 坂 雄 幸 君 
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小 野 田 支 所 長  伊 藤   裕 君 

宮 崎 支 所 長  佐 竹 久 一 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    第 ２ 会期の決定 

    第 ３ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    本日の会議に付した事件 

     日程第１から日程第３まで 
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     午前１０時００分 開会・開議 

○議長（一條 光君） 議員各位並びに職員の皆様に申し上げます。 

  クールビズの期間に入っておりますので、脱衣を許可いたします。 

  皆さん、おはようございます。 

  本日は大変ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は20名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成24年加美町議会第２回定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  議長の諸般の報告につきましては、プリントにて配付いたしておりますので、ごらんいただ

きたいと思います。 

  町長の行政報告につきましては、お手元に配付のとおり文書で報告がありましたので、ごら

んいただきたいと思います。 

  ここで放射能対策について、町長より発言の申し出があります。これを許可いたします。町

長。 

○町長（猪股洋文君） 皆さん、おはようございます。 

  加美町の第２回定例会、本日よろしくお願い申し上げます。 

  議長の許可をいただきましたので、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能対策に

ついてご報告を申し上げます。 

  お手元に資料を事前に配付させていただきましたので、その概要とさせていただきます。 

  最初に、空間放射線量でございますが、昨年の７月から定期的に測定をしております。比較

的線量の高い施設がありますが、これまでも表土はぎ取り等の除染作業を行い、５月の平均で

は、時間当たりの空間線量が0.23マイクロシーベルトを超える施設はないようであります。し

かしながら、１回の測定で超えるときもあり、引き続き測定を継続してまいりたいと思います。 

  また、これまで測定しておりませんでした山林や公園などの施設につきましても、測定をし

てまいります。測定器につきましても、精度が比較的高いとされるＨＯＲＩＢＡ製に統一する

ため、購入費用について今定例会の補正予算に計上しております。 

  空間放射線量につきましては、加美町におきましても国・県の方針と同様に追加被曝線量が

年間１ミリシーベルト以下とすることを目標とし、時間当たりの空間線量が0.23マイクロシー

ベルト以上となるような学校等の公共施設については除染等の必要な対策を講じてまいりたい

と考えております。 
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  次に、食品等の放射性物質の簡易測定についてでございます。 

  消費者庁から貸与されました測定器によりまして、先月の10日から町民の皆さんが持ち寄っ

た野菜や山菜などの食品の測定をしております。本年４月１日から食品中の放射性物質の基準

値が、これまでの暫定規制値１キログラム当たり500ベクレルから100ベクレルに引き下げられ

たことなどもありまして、予約が殺到し、現在も６月末まで埋まっております。５月末からは

第２・第４日曜日も対応して測定をしている状況でございます。 

  また、学校等の給食食材の測定につきましても４月から始めておりますが、町で購入した測

定器が納入されましたので、今週の11日からはこちらも自前で測定をしております。６月中は

完成調理品だけとしますが、７月からは食材もあわせて測定することとしております。これら

の測定結果につきましては、５月８日から10日ごとに発行しております加美町放射能測定だよ

りにより町民の皆さんにお知らせをしてまいります。 

  次に、農業関係でございます。 

  加美町の農産物につきましては、４月27日付で露地栽培の原木シイタケ、５月１日付でコゴ

ミの２品目が国より出荷制限指示がされているところです。また、牧草についても平成23年産

の保管牧草と平成24年産牧草の利用自粛要請を受けております。農産物関係の対応につきまし

ては、有効な対策が見出せない状況でございますが、引き続き宮城県やＪＡ加美よつばなど、

関係機関と対応を協議し、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。 

  今回の放射能事故による放射性物質の半減期は、セシウム134が２年、セシウム137は30年と

言われております。引き続き空間線量や食品などの測定を行いまして、基準を超える場合は必

要な対策等をとるなど、町民の皆様の不安を解消できるよう努力してまいりたいと考えており

ます。ご理解のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

  以上、開会に先立ちましてご報告とさせていただく次第であります。よろしくお願いいたし

ます。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（一條 光君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により、16番伊藤 淳君、17番高橋源吉

君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 会期の決定 
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○議長（一條 光君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期については、議会運営委員会から答申がありましたとお

り、本日から６月21日までの８日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一條 光君） ご異議なしといたします。よって、本定例会の会期は６月21日までの８

日間と決しました。 

                                            

     日程第３ 一般質問 

○議長（一條 光君） 日程第３、一般質問を行います。 

  一般質問の順序は、通告のあった順序で行います。 

  それでは、通告１番、７番近藤義次君の一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔７番 近藤義次君 登壇〕 

○７番（近藤義次君） おはようございます。 

  それでは、通告に従いまして質問をいたします。 

  最初の質問ですが、福祉対策について。 

  今般町で委員会をつくっていろいろと計画を策定いたしました。高齢者保健福祉計画、介護

保険事業計画、障害者福祉計画、計画はできたんですけれども、町長として今年から任期中に

やる計画、計画ばかりあってもさっぱり実施しないんでは無意味ですから、実際にやる問題、

ことし中にやる問題と４年間のうちにやる事業についてお知らせをお願いしたいと思います。 

  次に、教育行政についてでございますが、小学校の合併問題、教育長大変苦労しているやに

お聞きをするんですが、その進捗状況についてお尋ねをいたしたいと思います。以上、よろし

くお願いします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） 近藤議員におかれましては、町の福祉政策に関しまして非常にご尽力を

長年にわたって賜っておりますことに心から御礼を申し上げたいと思っております。 

  ただいま高齢者福祉、そして障害者福祉についてのご質問を賜りました。議員ご質問のとお

り、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、そして障害者福祉計画と、この３つの計画を策

定したわけですけれども、しからば、具体的にどんなことをこれからしていくのかということ

についてお答えをいたしたいと思いますが、まず、余りご存じない議員もいらっしゃるかもし
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れませんので、簡単にこの計画についてご説明をさせていただいた後で、町がこれから進める

事柄について具体的にお話をさせていただきたいと思っております。 

  まず、高齢者福祉計画と申しますのは、高齢者の健康づくりや自立と社会参加を促進し、高

齢者が元気で生き生きとした生活を送ることができるための総合的な計画であります。介護保

険事業計画は、介護が必要になっても安心して暮らしていけるように、介護サービスや介護予

防サービスを円滑に提供するための計画でございます。本町は、この高齢者保健福祉計画と介

護保険事業計画を一体的に策定し、３年ごとに計画の見直しを行っています。 

  今回、平成24年度を初年度とする第５期の計画、高齢者保健福祉計画と第５期の介護保険事

業計画を策定したところでありますけれども、それに当たりまして３つの点を検証いたしまし

た。これは、昨年の９月に実施した高齢者の日常生活圏域ニーズ調査、そして高齢者の人口の

推移、そして介護サービスの利用状況、こういったことを検証しながら、すべての高齢者が可

能な限り住みなれた地域で自立した生活を営むことができるように、包括的なケアを念頭に置

いて策定したものであります。 

  今後、そういった計画に基づきまして、まず第１点としまして、災害時における要援護者登

録制度を実施してまいります。これは災害時における地域での支援を希望する方で、個人情報

の提供に同意をしていただくということが前提であります。町と地域の協力者、行政区や、あ

るいは自主防災組織などの役員の方が情報を共有し、普段から見守りを行い、災害時のときに

は安否確認、避難誘導、こういったことを行うシステムでありますので、今年度中の実施に向

けて関係団体と検討を重ねてまいります。 

  第２点でございます。 

  高齢者専用の介護サービスつき町営住宅の建設、これは私の公約でございます。三極自立の

考え方から、それぞれの地区にこのようなサービスつきの町営住宅の建設を今後行ってまいり

たいと思っております。 

  現在、民間で経営しております介護、高齢者向けの住宅、賃貸住宅等々ございますので、そ

ういった状況、それから県からの情報などをもとにいたしまして、建設に向けて今年度中に高

齢者住宅の構想を取りまとめまして、平成26年度、または平成27年度の早い時期に介護サービ

スつきの町営住宅を町内に建設したいというふうに考えております。 

  いろいろな方法があろうかと思います。これは公設公営というものもあります。あるいは公

設民営というものも、民設公営、さまざまな方法がありますけれども、こういったことも含め

て検討し、平成25年度、または平成26年度の早い段階で建設に着手をしたいというふうに考え
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ております。 

  ３つ目でございます。 

  小規模多機能型の居宅介護の整備というものが必要であるというふうに考えております。こ

れはデイサービスを中心として訪問もしますと、必要ならばお泊まりも引き受けますという、

この３つのサービスを提供する施設でございまして、在宅で介護しているご家族にとっては非

常にこれは必要であり、ありがたいものでありますけれども、なかなかこの加美町で参入する

業者が今のところございません。 

  そういったことで、今回の第５期の計画には乗せてはおりませんが、ぜひこの平成27年度か

ら始まる第６期の計画の中に盛り込むことができるように、この３カ年でもって各事業所さん

のほうにも働きかけをしていきたいというふうに思っております。早速５月18日に町内の介護

サービス事業所を対象にした情報交換会を開催しました。これは合併して初めての開催であり

ます。33事業所、35人の皆さんにご参加をいただきました。国からの介護支援創業支援金、そ

して町の創業助成金制度などについてもご紹介をさせていただきました。この小規模多機能型

に関しましては、国も推進しておりまして、創業する場合にたしか1,500万円くらいの助成が

あります。 

  さらに、国の創業助成金、そして今度町がつくりました創業助成金の制度を活用しますと、

かなり初期投資を圧縮することが可能でございますので、そういったことも今後ともご紹介を

しながら、第６期、平成27年度から平成29年度の期間にサービスを提供していけるように事業

所のほうに働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。 

  また、平成25年度には民間業者がグループホーム、ワンユニット、これは９人でございます

けれども、建設する予定で今調整をしているところであります。 

  さらに、介護施設の整備につきましては、老健施設に関しまして、東京に本部のある医療法

人から改装したいというお話をいただいております。ただ、この第５期、平成24年度から26年

度に関しましては、来年度色麻町に100床の特別養護老人ホームが建設されますので、その状

況を見ながら、平成27年度から始まる第６期の計画の中で盛り込むことができるかどうか、県

とも調整をしながら検討してまいりたいと思っております。 

  この老人保健施設、老健施設は病院から自宅で生活するための中間施設でございますので、

ニーズは確かにございます。今後ともこのことについて検討をしてまいりたいというふうに考

えておるところであります。 

  また、これは議員十分ご理解している点でありますけれども、この65歳以上の人口といいま
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すのは、現在加美町では7,607人おります。そのうち75歳以上、後期高齢者が4,595人、合併し

たときの平成15年に比べますと、75歳以上の後期高齢者が1,000人以上増加しているわけです

から、議員のおっしゃるとおり、このことについて町といたしましても真剣にこれは取り組む

所存でございますし、具体的に施設整備等々も行ってまいりたいというふうに考えております。 

  次に、障害者福祉計画についてでございます。 

  町では平成19年に、障害者施策全般にわたる理念や基本方針、目標を定めた加美町障害者プ

ラン、これは10年間のプランでございますが、それと地域の障害者福祉サービス等の確保に関

する障害者福祉計画を一体的に作成をしたところであります。障害者福祉計画については３年

ごとに見直すことになっておりまして、今回身体、知的、精神の３障害において手帳を所有し

ている方々のサービスの利用状況を踏まえながら、平成24年度を初年度とする第３期障害者福

祉計画を策定いたしました。 

  障害者が地域で自立した生活を送るためには、自宅で訪問介護を利用したり、日中施設に通

って日常生活上の介護を受けたり、あるいは就労が困難な方に関しては働く機会を提供すると。

そして、非常にこれご家族から要望があるんですが、ショートステイ、こういったことも大事

でありますし、加美町で生活を続けていくためには、グループホームとかケアホームといった

支援体制を一体的に構築していくということが重要であるというふうに考えております。 

  訪問介護、就労継続支援サービス等に関しては、民間の事業所、そして社会福祉協議会のほ

うで提供していただいております。この就労継続支援サービスに関しましては、社協さんのほ

うでクローバーハウス、やくらいアットホーム、また大崎誠心会では莱夢がありまして、供給

体制としては整備をされているところでありますけれども、近藤議員からも以前お話があった

ように、このクローバーハウスに関しましては、当初７人だった利用者が現在は14人というこ

とでふえておりますし、さらに、来春からは支援学校から３名の利用希望がありまして、作業

所のスペースが大変手狭になってきていると。私も先月実際行って見て来ましたけれども、や

はりかなり手狭になってきております。作業スペースのみならず、トイレのこととか、いろい

ろな面で大分手狭だなということを私も実感をしてまいりました。 

  一方、やくらいアットホームに関しましては、生活介護４人と、それから就労継続支援Ｂ型

３人ということで、７人ということで、なかなか利用者がふえないと。位置の問題などもござ

います。いわゆる送迎時間がかなり長くなるということで敬遠しがちだということも聞いてお

ります。こういった状況を踏まえて、ここのところを充実をしてまいらなければならないとい

うふうに考えております。 
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  今後、町の施設で統廃合をこれどうしても進めていかなくてはならないわけですので、そう

いった統廃合により空き施設が生じてまいることになりますので、その施設を再利用し、障害

者が共同で生活するためのグループホームやケアホームの機能も有する複合的な施設の整備に

ついて検討してまいりたいと思っております。今年度中にこれは関係機関と調整をいたしまし

て、できるだけ早く実現できるように進めてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（一條 光君） 教育長。 

     〔教育長 土田徹郎君 登壇〕 

○教育長（土田徹郎君） それでは、近藤議員のご質問について、町立の小・中学校の統廃合と

いうことについてお答えさせていただきます。 

  加美町立小・中学校再編の進捗状況でございますが、議員の皆様には３月２日の全員協議会

でご説明をしております。基本方針についてですが、小学校、中学校の再編の方向性を示すも

のということで、この中で、複式学級編制の小学校について、特に子供たちがこれからの社会

をたくましく生き抜いていく力をということを考えた場合、より適正な規模の集団の中で学習、

また学校行事、諸活動を友達との交流を通して切磋琢磨し合いながら自他を高めていくという

ふうな教育環境を整えていくということが大事であると考え、早期の解消に取り組むというこ

ととしまして、上多田川小学校は広原小学校に、鹿原小学校は東小野田小学校に、旭小学校は

宮崎小学校に統合することとしました。 

  なお、その時期は平成27年４月１日までとするとしております。その学校再編の進捗状況で

ありますが、基本方針の概要については、３月23日に行われました区長会で各行政区長に説明、

そして４月13日に複式学級編制の３小学校の保護者に文書でお知らせをする。そしてまた、町

民の皆さんには５月１日発行の広報かみまちでお知らせしております。 

  その後についてでございますが、各学校の保護者を対象にした説明会を５月29に日上多田川

小学校、５月31日に鹿原小学校、６月１日に旭小学校でそれぞれ開催をいたしました。保護者

説明会では、教育委員会、それから町長部局の職員が出席しまして、基本方針決定までの経過、

また概要を説明し、その後参加者からの質疑応答という形で行いました。そこで、各学校とも

保護者等よりさまざまな意見が寄せられたということであります。 

  なお、６月下旬から７月にかけまして、今度は保護者ももちろん含むわけですが、学区民を

対象にした住民説明会を開催する予定でございます。今後につきましては、保護者説明会、そ

してまた、住民説明会で出された意見、要望等について教育委員会でさらに検討し、そしてま
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た、町との協議の上対応していくというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 町長にお尋ねをします。 

  町長、学校の廃校、あるいは要らない施設を利用するというような話ですけれども、どうし

ても老人ホームなり老人関係というと、町の真ん中でないとうまくないわけですよね。上多田

川の学校に老人ホームをつくるといっても許可もならないだろうし、障害者の施設にしても余

りへんぴなところでは困ると思うので、その辺の考え方は変えてもらわないとなかなか施設の

充実というのは図れないと思うんです。 

  そして、特にアットハウスの場合は西小野田のあそこにあるので、人数がさっぱりふえてい

ない、これは西小野田のデイサービスにしても同じことなんですが、やはり町の中心部にあっ

て、そうでないとなかなか重度の方々が家でやっぱりこもっている人たちが大変いるわけです。

その辺をやっぱり施設に入れるようにするためには、中新田地区内の中の便利なところに置か

ないと、あるいはクローバーハウスと並べて置くというような施設につくらないと、なかなか

大変だと思うんです。 

  センターの問題にしても、３階の建物だから、それを改築するといっても、やっぱり障害者

が自由に歩くようにするために部屋を直さなければならないだろうし、あるいは歩くところ直

すとすると、非常に金がかかると思うんです。そういう意味において、やっぱり体育館みたい

な広いところが一番いいわけですから、その辺の考え方を変えてもらわないと大変困るんでな

かろうかと思うんです。今やっぱり役場の建築がおくれているとすれば、その材料を利用して

どんどん町長言っているように、宮城県一の山持ちなんだから、どんどん切ってつくったらど

うなんですか。きょうの報告で山の申請分については間違いないんでしょう。その辺を含めて

ご返答をお願いします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） それでは、お答えいたします。 

  私も近藤議員と同じように、老人の施設、あるいは障害者の施設はできるだけ町の中にと、

人里離れたところではなくて、町の中に置くべきだというふうに考えております。ですから、

決して先ほどお答えした施設の統廃合ということに伴う利活用の中に、小学校の廃校跡地とい

うことを念頭に置いてお話をしたわけでは決してございません。介護サービスつき町営住宅に

関しては、中新田地区に関しては庁舎との兼ね合いがございますから、なかなか今すぐという

わけにはいきません。今の庁舎の位置を福祉ゾーンというふうに位置づけておりますので。 



- 12 - 

  ただ、宮崎、小野田に関しては、先行して取り組むことができるのではないかというふうに

思っておりますので、ぜひ小野田、宮崎のほうを先行して地元の木材も活用して整備をしてい

きたいというふうに思っております。山林に関しては、専門課のほうからあと詳しくお話をし

てもらいますけれども、心配するような放射線量ではございませんので、十分町の木材を使用

することは可能でございます。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 森林整備対策室長。 

○森林整備対策室長（早坂雄幸君） 森林整備対策室長、お答えいたします。 

  先ほど町長のほうから放射能の説明の中で、資料の中でありましたけれども、立木につきま

しては、町内11カ所について測定を行っております。測定機械につきましては、空間放射線量

をはかる機械と異なるものでございますので、宮城県森林組合連合会のほうから機械を借りて

きまして、表面汚染サーベイメーターという特殊な機械になるんですけれども、その機械を利

用しまして測定しております。 

  それで、測定基準が国で示している１万3,000カウント・パー・ミニットということで、略

しますとｃｐｍというような単位になるわけでございますけれども、ベクレルに換算しますと

48ベクレル・パー・平方センチというようなことでございます。それで、加美町におきまして

は、その11カ所全地区がこの１万3,000ｃｐｍを大幅に下回っておりまして、高いところでも

七、八十というような状況でございますので、パーセンテージにしますと、この基準値からし

ますと0.0数パーセントというような状況で、非常に低い値になっているということで、この

立木については問題ないというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 町長、どんどん木切らせて準備したらいいんでないのすか。あんた庁舎

建てなくてならないと言っているんだから。今庁舎建てるのおくれるんならば、それを福祉施

設のほうに回してどんどんつくっていったらいいと思う。４年なんていうのはあっと言う間だ

から、町長、１年終わるんだよ、間もなくあんた。だから、やっぱり宮城県一の山持ちなんだ

から、そうすると、50年以上の木を持っているということを全くそういうので建物を建てたら

日本一の建物だって、全く林野庁長官の前で、私も大分参加していたんだけれども、今人目悪

くて行かれない。やっぱりどんどん切ってやって、そして、庁舎の建設ができないんならば、

福祉施設の充実を図るとか、そのほうに向けていかないと町長の公約が全然ならないんでない

かと思うんだね。その辺についていかがですか、町長。 

○議長（一條 光君） 町長。 
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○町長（猪股洋文君） 大変ありがとうございます。ぜひ伐採をいたしまして、伐期を迎えてい

る木がたくさんございますので、伐採いたしまして福祉施設に関しては先行して進めてまいり

たいと思います。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 必ずやってけらいんね。すると言ったんだから、やってもらうよ。 

  教育長、学校合併というのは全国でも２％ぐらいしか進まないんだそうです。漆沢の分校だ

って合併に最後に４人で合併したんだけれども、座談会開いてみてどうですか。 

○議長（一條 光君） 教育長。 

○教育長（土田徹郎君） ３カ所では大体、例えば上多田川では19名の参加、それから鹿原では

27名、そして旭では15名の参加というふうなことでしたが、質問等についてはさまざまありま

すが、早く統合してほしいという意見もありますし、多くは反対というふうなかなり厳しい意

見が寄せられていました。そしてまた、終わりにアンケートを書いていただいたのですが、そ

の中でも地域が衰えてしまうんではないかとか、あとまた、もちろん子供たちまだまだこの状

態でいいというふうな意見が多く寄せられたということでございます。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 教育長、いつかの時点で何ぼ反対してもやりますか。どうですか。問題

は教育長の姿勢の問題だと思う。漆沢のときだって星町長は１人反対あってもしないからと言

っていたんだけれども、教育長が強引にしたら進んだだけの話で、いかがです、教育長。 

○議長（一條 光君） 教育長。 

○教育長（土田徹郎君） 教育委員会としては、総意で方針を決定したということで、ぜひこれ

は進めていきたいというふうには思いますが、やはりさまざまな意見等は、これは聞いていか

なければならないというふうなこと、基本的には基本方針のとおり進めていきたいというふう

には思っています。だから、あと住民説明会とか、まだまだご理解をいただく機会は設けてい

かなければならないし、また、そのつもりでもおります。以上であります。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 町長、今の教育長のお話聞いて、町長はどうですか。もう選挙近くなる

と必ず今度反対側から学校残すという町長対立候補が出て、県内でもさっぱり学校合併しない

ところあるわけだ。政争の具になっているところもあるんですが、町長の姿勢はいかがです。

お願いします。 

○議長（一條 光君） 町長。 
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○町長（猪股洋文君） この複式学級解消のための統合に関しましては、教育委員会で大分時間

をかけて、アンケート調査もした上で出された結論ですので、私も教育委員会の答申を尊重し

て、ぜひ教育委員会のほうで統合に向けて進めていただきたいというふうに思っています。や

はり地域の方々に、子供にとって一番どういった環境を我々が提供すべきかという、いわゆる

子供の発達といいますのは、よく言われますけれども、遺伝と環境というものが非常に大きく

影響していると。幼いときにどういった環境の中で子供たちが育つかということが非常にこれ

は将来にわたって影響してくるということでございますから、そういった中で、やはりある程

度の数の同級生がいるということ、またそこの中で切磋琢磨していくということは非常に私は

大事なことだろうというふうに思っておりますので、ぜひこれは住民の方々と十分話し合われ

て統合を実現していただきたいというふうに思っています。 

  また、実は先週の土曜日に、あるところで上多田川に震災で一時的に避難をしてきていた若

いご夫婦にお会いしたんです。小さなお子さんがいらっしゃって、その方が今度仙台に移ると、

引っ越すということだったんです。その理由を聞きましたら、一つは、加美町には小児科がな

いと。もう一つは、その方は上多田川学区に一時的にお住まいだったんです。10数人の上多田

川小学校に子供を入れたくはないというのが理由なんだそうです。今教育委員会のほうで統合

に向けて進めておりますので、いずれ広原小学校のほうに行くようになると思いますよという

お話をしたら、安心をしておりました。いずれこちらに戻ってきたいというお話をしていまし

た。ですから、そういったことも考えますと、私はやはり統合に向けてこれは歩みを進めてい

くべきではないだろうかというふうに考えております。 

○議長（一條 光君） 近藤義次君。 

○７番（近藤義次君） 教育長、合併の説明の中で、かつて東小野田と西小野田の中学校合併の

とき、当時教育長、吉岡校長さんだったんだね。説明会に行って、一つにして勉強させなくて

はならないと。それが教育効果が上がるんだというふうなことを説明したんだけれども、あん

た西小野田から出て頭いいんでないかや。何も西小野田中学校出ていいんでないかと言われて

返答に困ったということあったんだけれども、やっぱり合併すれば頭よくなるのかなというこ

とが即問題視されるのが合併市町村のガンなんだそうです。そういうことをいろいろ大変でど

この町村でも困っていることですから、精いっぱい頑張って目的達成のために頑張ってくださ

いよ。町長にもお願いして終わりたいと思います。 

○議長（一條 光君） 以上をもちまして７番近藤義次君の一般質問は終了いたしました。 
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  通告２番、10番一條 寛君の一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔10番 一條 寛君 登壇〕 

○10番（一條 寛君） 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。 

  まず初めに、空き家対策について伺います。 

  近年全国的に空き家が増加しており、防災・防犯の観点からも問題になっています。総務省

の住宅土地統計調査によれば、空き家の数は2008年に全国で757万戸となり、20年間で約２倍

になり、空き家率で13％にもなっています。今後本格的な少子高齢人口減少時代に入る我が国

においては一層空き家率が高くなることが予想されます。今から空き家対策を考えておく必要

があると思います。 

  そこで、まず第１点目は、我が町の空き家の現状をどう掌握されているかお伺いいたします。 

  次に、現在地方公共団体や民間事業者などが空き家を宿泊施設や地域のコミュニティスペー

スにつくりかえて再利用する場合や、防犯上危険な廃屋を撤去する場合などに、国や地方公共

団体が費用を助成する空き家再生等推進事業がありますが、我が町において空き家再生等推進

事業を活用されるお考えがおありになるかお伺いいたします。 

  また、町において空き家活用の事業を計画されている事業がありましたらお伺いします。 

  ３点目は、近隣に迷惑状態になっている適正に管理されていない空き家の所有者に対し適正

な管理を求めたり、撤去を命令したりする空き家対策条例を制定する動きが加速していますが、

どのようにお考えになられているかお伺いいたします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） 一條議員には、貴重なご提言をいつも賜りまして心から御礼を申し上げ

たいと思います。 

  ただいまのご質問は空き家対策についてでございました。最初に、加美町の空き家状況につ

いてご説明をさせていただきたいと思います。 

  昨年９月から10月にかけまして町内の空き家実態調査を実施いたしました。町が掌握してい

る空き家を262件実際に現地に赴きまして調査をいたしまして、建物の状況、周辺環境などカ

ルテ、これを作成したところであります。地域ごとに申し上げますと、中新田地区が99件、小

野田地区が71件、宮崎が92件でございました。 

  この中で、現状で居住可能と思われる、いわゆるＡ判定と私ども申し上げておりますが、Ａ
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判定物件と申し上げておりますのは79件、全体の30％でございました。居住するには修理・修

繕・改修が必要だという、いわゆるＢ判定、これが64件、全体の24％、居住不能なＣ判定、こ

れが31件、12％、残りの88件、33％に当たる88件に関しましては、更地であったり、現在もお

住まいだったということでございます。 

  このうち居住中、使用中、あるいは既に取り壊し済みなどの物件を除いた185件について、

さらに空き家の所有者に対して今後アンケート調査を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。失礼しました。これは既にこのアンケートについては回収済みでございます。185件

のうち97件回答が寄せられました。このうち売却や賃貸を希望する方というのは４割でござい

ました。余り多くはなかったんです。 

  しかしながら、この４割の方々に関しましては、いわゆる売却・賃貸というものを希望して

いるわけでございますので、町といたしましては、空き家検索システム、仮称空き家バンクと

言っておりますけれども、これを構築するための作業を現在進めておりまして、今年度中に設

置を目指しております。 

  このシステムは、町内の空き家を売りたい、貸したいと、そして買いたい、借りたいという

方をうまくマッチングするということでございますので、空き家解消に役立つとともに、加美

町での定住促進にもつながるものと思っております。 

  次に、適正管理、いわゆる空き家対策条例の制定についてはどうかというご質問であります。 

  空き家対策条例につきましては、今町で把握しているところでは、全国で31団体が制定をし

ておりますけれども、実は余り広がってはおりません。理由としましては、ご存じのとおりこ

れをつくりますと、皆さんが自前で解体撤去せずに皆町でやってくれるということになりかね

ないものですから、各自治体ともかなりこれは慎重に検討しているという状況でございます。

今後、加美町といたしましても、空き家の動向把握に努めながら検討していきたいと。周辺自

治体の動向も含めながら、これは慎重に検討していきたいというふうに思っております。 

  ちなみにこの空き家対策条例の中身を見てみますと、大体景観対策、防災・防犯対策、まち

づくり対策、こういったことを目的としておりまして、条例の実効性を確保するための手段と

して町の命令に従わない者の氏名の公表とか、空き家撤去費用に対する補助金交付、あるいは

行政代執行などというものが盛り込まれているようでございます。 

  先ごろ新聞にも出ましたけれども、秋田県の大仙市、ここで行政代執行により空き家の撤去

が行われたという報道がありました。大仙市では、豪雪による建物崩壊の危険性について長年

問題視されておりまして、その対策として綿密な法令の解釈、そして立入調査、勧告、指導、
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公表、措置命令、代執行、こういったものを盛り込んだものをつくったところでありますけれ

ども、こういった事例なども参考にしながら慎重に、これは研究・検討をしてまいりたいとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） ちょっと答弁になかったんですけれども、国の平成25年度までですけれ

ども、この空き家再生等推進事業、民間でやる場合、国が３分の１、また地方公共団体３分の

１、個人が３分の１でいろいろ空き家を利活用できるというシステムのようですけれども、こ

れは、町がこの事業に当然参加しなければこの事業、国の補助は受けられないということだと

思うんですけれども、町としてはこの事業を取り入れるという考えは今のところ持ってないと

いうことでよろしいんでしょうか。 

○議長（一條 光君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（髙橋 洋君） 企画財政課長です。 

  ご質問の空き家再生等推進事業につきましては、議員ご指摘のとおり、活用事業タイプと除

去事業タイプというものがございます。活用事業タイプにつきましては、空き家等を宿泊施設、

あるいは交流施設に活用するために町が買い上げたり、それから民間が事業主体になったりす

る事業に対しての助成という制度であります。 

  もう一方の除去事業タイプにつきましては、不良住宅、それから倒壊等の危険のある、いわ

ゆる空き家の撤去費用に対する助成ということで、これは個人がする場合につきましては３分

の１の負担をいただいて、町と国が３分の１を助成するという制度であります。これにつきま

しても、町内にある不良住宅等の再度の調査、どこを優先させて撤去するかということですね。

当然道路に面した建物、通行等に支障のあるようなものを優先するということになろうかと思

いますけれども、そういったものも再度十分に検討して、この事業、平成25年度までの時限立

法ということになっておりますので、その事業の導入に向けて今年度一応検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 空き家の現状についてですけれども、この辺所有者は全戸明確になって

おられるのかどうかということと、固定資産税等はきちっと納入されているのかどうかという

ことを確認したいと思います。 

○議長（一條 光君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（髙橋 洋君） 先ほど町長が答弁した調査の件数につきましては、カルテをき



- 18 - 

ちんと作成しておりますので、そういった情報等については把握をしております。 

○議長（一條 光君） 納税については、税務課長。 

○税務課長（鈴木 裕君） 税務課長、お答えします。 

  空き家に係る固定資産税が納入されているかということでございますが、大変申しわけござ

いませんが、空き家に関するデータはうちのほうにいただいておりませんので、納めているか

どうかというのは確認をしておりません。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） この辺のデータは企画財政課のほうで持っているんでしょうか。 

○議長（一條 光君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（髙橋 洋君） 先ほどの固定資産税の関係につきましては、そのデータについ

ては調査しておりませんので、早速カルテの中にその項目も設けてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） まず、利活用について再度お聞きしますけれども、一応空き家バンクを

４割の方が売りたい、賃貸したいということで、空き家バンクを創設したいということであり

ますけれども、この辺やっぱり不動産業者との連携をうまくしていかないとうまく機能しない

んじゃないかと思いますけれども、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） ネット上で空き家バンク、空き家情報というものを町で提供すると。当

然これは当事者間での交渉契約となるわけで、その間に不動産屋さんが入るというふうなこと

になるだろうと思います。当然不動産屋さんもこれはネット上で見れるわけですから、十分そ

ういった形で不動産屋さんもかかわっていただくことになるというのはおっしゃるとおりでご

ざいます。 

  ちなみに、これまだネット上で公開はしておりませんけれども、直接お電話等でぜひ加美町

に移り住みたいというふうなご照会もあって、実際今回調査したものが役立っておりまして、

ご紹介したケース、あるいは建設業者が、この震災復興の関係で他県から来ていただいた作業

員を住まわせるところがないと、アパートは加美町は皆いっぱいだということでご相談いただ

いたときにも、この調査をした中からご紹介をし、そしてまた、実際そういった方々が住んで

いるというふうなお話も聞いておりますので、さまざまな形でこのことに関しては関係する

方々との連携もとりながら多くの方々にご紹介をしていきたいというふうに思っております。 
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○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） Ｃ判定というのが31件、12％ということでありますけれども、廃屋状態

と言っていいのかなと思いますけれども、このようなものに対して町民からの苦情とか、そう

いうものは上がっていないのでしょうか。この辺どうでしょうか。 

○議長（一條 光君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（髙橋 洋君） このＣ物件に対する苦情かどうかは定かではありませんけれど

も、町民の方々からは、風によって例えば屋根のトタンが飛散するとか、そういった危険性を

指摘するような意見は寄せられております。そのほかに、今回の大雪に伴いまして、漆沢地区

におきましても相当数の家屋の倒壊がございましたし、それが道路上にはみ出しているという

状況にもございます。そういった形での苦情といいましょうか、ご意見はいただいております。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 空き家条例の制定について、さっき町長から解体に伴う補助の問題等が

出てくるという指摘があったわけですけれども、ただ、やっぱり補助はどうするかは別にして、

つくったところの状況によりますと、結構廃屋状態になった空き家が名前を公表するとかとい

う形をやることだけでもかなり管理が、不適切な物件の管理がきちっとなされるようになった

とかという、かなり効果も上がっているようでありますので、やっぱり補助金をどうするかと

いうのはまた別にしても、やっぱりつくることの意味もあるのではないかと思いますけれども、

検討してみていただきたいということと、それからもう一つ、この廃屋状態になった空き家を

景観上もきれいにするためにも、ある程度町が若干の補助金を出してでも整備するというのも

一つの考え方なのではないかなというふうに、個人財産にどこまでということはあるとは思い

ますけれども、この辺もやっている自治体もあるみたいですので、これは通学路に危険だとか

と、これは東京都内とか、そういうところのことのようですけれども、この辺も今後検討する

考えはないかどうかお伺いします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 国の制度、これは先ほど課長が答弁したように、平成25年度までの時限

立法でございますので、この制度を活用してそういった危険な建物等々の撤去には取り組んで

まいるつもりであります。ただ、これは必ずしもこの条例を定めなければできないということ

ではございません。ですから、町民の安心・安全、これが第一優先ですから、そういったもの

に関しては国の制度を活用し、平成25年度までにこれはきちっと取り組んでいくと。 

  ただ、条例の制定についてはもう少し時間をかけて、慎重にこれは検討していくべきではな
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いかというふうに思っておりますので、十分これは大仙市などの例も含め研究をさせていただ

きたいと思っております。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） じゃあ、次の案件に移ります。 

  次に、少子化対策としての不育症の治療への助成と、胆道閉鎖の早期発見についてお伺いい

たします。 

  少子高齢社会の中で女性の出産・育児への支援は重要だと思います。妊娠はするものの流産、

死産を繰り返す不育症の治療に対し、治療費を助成する自治体がふえています。2009年の厚生

労働省がまとめた調査によりますと、妊娠経験がある人で流産したことのある人は41％にまで

達しています。２回以上流産している人が不育症と言われています。不育症と見られる方は約

6.1％で、患者の発生数は毎年３万人から４万人で、全国で約140万人の患者がいると推計され

ています。不育症は、治療した患者の８割近くが出産可能と言われています。しかし、治療の

ための患者の負担は、通常妊娠より30万円以上多くなると言われ、経済的負担が問題となって

います。そこで、我が町における不育症への支援策についてお伺いします。 

  もう１点は、出生時の約１万人に１人、年間100人が発症している早期発見、早期手術が重

要な乳幼児胆道閉鎖症の早期発見にどのように取り組んでおられるかお伺いいたします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 一條議員からは、今不育症への支援、そして乳幼児胆道閉鎖症の早期発

見等についてのご質問をいただきました。実は不育症に関しては、今のところ町のほうにご相

談というのがないわけですが、一條 寛議員のところには、これはそういったご相談があって、

寄せられているというふうなことで今回のご質問ということなんでしょうか。そこのところご

確認をさせていただきたいと思います。はい、わかりました。 

  それでは、不育症に関しまして、初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれませんので、

若干ご説明させていただきたいと思いますが、今一條議員がおっしゃったように流産、死産、

これを２回以上繰り返している場合、これを不育症というふうに呼んでいるようでございます。

妊娠初期の流産の約80％は胎児の偶発的な染色体異常とされていますけれども、不育症につい

ては、両親どちらかに染色体異常がある場合や母体の子宮形態の異常、それから血液が固まり

やすく胎児に栄養が行き届かないことなどが原因として上げられております。全体の約65％は、

こういったリスク要因がわからないと、不明であると、それでもって流産ということになって

いるようであります。 
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  厚生労働省などの調査によりますと、この偶発的に流産を繰り返している症例が多いわけで

すけれども、その特段のリスク要因がない方、先ほど申し上げた染色体異常とか、そういった

ものがないリスク要因がない方に関しては、治療を行わなくても自家妊娠が継続する可能性と

いうのは非常に高いというふうには言われております。 

  ですから、一番はやはり産婦人科等で相談するということが大事だろうというふうに思いま

すので、町としてはそういったことをまずはお勧めするということだろうというふうに思って

おります。ことしの１月から不育症の治療法の一つであるヘパリン、カルシウム注射薬という

ものが保険の適用になりましたので、これまでに比べれば不育症患者さんの費用負担というも

のは大幅に軽減はされたのではないだろうかというふうに思っております。 

  今後町といたしましては、広報紙やホームページを活用しながら不育症の周知、まずこれを

行ってまいりたいというふうに思っております。また、母子手帳を交付する際に、妊婦健診の

重要性、そして妊娠中の保健指導、こういったことをきちっと行いまして妊婦や子育てにおけ

る悩み、不安、こういったものにしっかりと対応していくということをまずは行ってまいりた

いというふうに思っております。 

  助成制度というお話もありましたけれども、現在全国でも幾つかの自治体で取り組んでいる

ようであります。まだまだごくごく一部の自治体のようでございますけれども、そういったと

ころの助成制度などをまずは研究させていただくというところから始め、検討させていただく

ということにさせていただきたいと思っております。 

  続きまして、胆道閉鎖症に関してでございます。 

  胆道閉鎖症と申しますのは、肝臓と十二指腸との間にある胆道が何らかの原因により閉鎖し、

胆汁をうまく十二指腸に運べなくなる病気で、放置しておきますと肝臓が冒され、最後には肝

硬変となり命が奪われるという、これは大変な病気であるというふうに認識をしております。

日本では新生児の9,000人に１人の割合でかかる病気であるというふうに言われており、死亡

率も非常に高いというふうに言われております。出生後に胆道閉鎖症が見つかり、手術までの

日数が、これがいわゆる生存率に非常に大きくかかわっているというふうに言われております。

ですから、一日でも早く見つけるということが重要であります。 

  出生後、生後60日以内に手術した場合は、43％の確率で命が助かると言われておりますが、

生後121日から150日たって手術をした場合には、何と７％に下がってしまう。そして、151日

以上経過した場合には生存率は０％というふうなことでありますので、早期にこれは発見する

ということが非常に重要なことであります。 
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  乳幼児胆道閉鎖症の特徴としましては、便の色が白っぽくなるということで、便の色をきっ

かけとして病気が発見することができるわけです。このため、国では早期に発見するため、そ

の目的として便色カードというものを考案をしまして、ことしの４月１日から母子手帳の中に

便の色がわかるカードをとじ込み、または添付することを義務づけておりまして、町といたし

ましても、既に平成23年度から母子健康手帳をこうした出産前の妊娠及び生後３カ月未満のお

子さんがいる家庭にも便色カードに使用説明書を同封し郵送をしております。 

  さらに、母子手帳交付や新生児訪問のときに便色カードの使用方法について説明を現在して

おります。このことにより、育児をする方がおむつ交換のときに便色カードを使用して便の色

を比較確認し、便色が気になる場合には保健師や医療機関で相談するように指導をしておると

ころであります。こういった取り組みが早期発見につながるものであると思っておりますので、

今後ともそのような形で進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 不育症については町に相談がないということでありましたけれども、町

長からもわからないから相談がないのかという答弁もありましたけれども、まさしくそうなの

ではないかと思います。そして、今後不育症の、流産を繰り返す方には、やっぱり不育症を疑

っていくという認識を持ってもらうためにも、周知徹底をきちっと図っていただきたいと思い

ますし、それから、保健福祉課の中にやっぱり、今もいろいろな窓口もあるんだと思いますけ

れども、いつでも気軽に相談できるような相談体制もとっていただきたいと思いますけれども、

この辺またお願いします。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 議員がおっしゃるとおり、まだ知られてないというところが大きいと思

いますので、先ほど申し上げましたように、広報紙、ホームページ等でこれは周知をまずして

いきたいと思っておりますし、今加美町の保健師さんも非常に一生懸命こういったものに取り

組んでおります。ぜひ皆さん方に気軽に、十分今の体制でこういった相談にも乗ることができ

ますので、先ほどの不妊症の周知とともに、皆さん方に気軽に相談に来ていただくように、そ

ういったことも周知をしてまいりたいと考えております。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 次に、経済的支援についてでありますけれども、確かに今全国的に支援

をやっている自治体は今のところ20ぐらいで、検討している自治体も７件ぐらいと、これはち

ょっと情報が古いかもわからないです。もっとふえているかもわかりませんけれども、そうい
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う状況で、支援している自治体は大体30万円ぐらいという額のようであります。 

  ただ、結局不育症のご夫婦の間で、この経済的負担が理由で子供を持つことをあきらめてい

るという家庭も結構あるのではないかと思われますので、結構これは少子化対策にとっては重

要な施策ではないかと思いますので、もう少し前向きに検討をお願いできないかどうかお願い

します。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） まず、町民の皆さんに周知をさせていただくということが第一、次に、

今実施している自治体について、まだ私どもも状況を把握しておりませんので、これを機会に

十分研究をさせていただいて、その上で検討させていただきたいと。そういった方々が町にも

おられるかどうか、おられるとするならば、やはりそういったことも、これは前向きに検討し

ていく必要があると思いますので、そういったまず段階を踏んで検討させていただきたいと思

いますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 次に、胆道閉鎖症については、国のほうでも平成24年４月から母子手帳

に便色カードが入れ込まれたということで、かなり対策が進んだと思います。町においてはこ

の辺の趣旨の徹底と早期発見のやっぱり意識啓発をきちっとやっていただくことが大事だと思

いますので、今後ともよろしくお願いします。 

  次に、子供の安心・安全に関することについてお伺いします。 

  一つは、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故による放射能が子供の健康に与える影響

としては、チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害から、放射性ヨウ素の内部被

曝による小児の甲状腺がんが考えられると思います。福島県では、子供たちの健康を長期的に

見守るために甲状腺超音波検査を実施していますが、我が町での実施の考えについてお伺いし

ます。 

  もう１点は、新学期が始まって以降、全国的に集団登校中の児童らの列や停留所でバスを待

っていた子供たちに自動車が突っ込んで死傷者を出すという事故が多発しました。そこで、我

が町の通学途中の事故の実態と安全対策の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（一條 光君） 町長。町長に申し上げます。 

  登壇しての答弁は最初の１回で結構ですので。自席で結構でございます。ただ、登壇しない

と気合いが入らないというのであれば結構です。 

○町長（猪股洋文君） こちらで結構です。それでは、今の一條 寛議員の放射能に関するご質
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問にお答えさせていただきます。 

  チェルノブイリのときには大分甲状腺の障害が見られたということもありまして、小さなお

子さんを持つ若い方々などを中心に大分ご心配していらっしゃるだろうというふうに私も思っ

ております。 

  とはいうものの、やはり冷静にきちっと科学的な根拠に基づいて我々も判断するという必要

があると思いますので、まずその基準となります国際放射線防御委員会、ＩＣＲＰと言ってい

るわけですが、この勧告では、一般の人が受ける放射線の限度を年間１ミリシーベルト以下と

いうふうに定めております。これは皆さんご承知のとおりだと思います。１日屋外にいる時間

を８時間程度、屋内にいる時間を16時間程度と仮定し、年間１ミリシーベルトを１時間当たり

に換算しますと、0.19マイクロシーベルトというふうになります。この数値に自然放射線の影

響による数値を加算しますと、１時間当たり0.23から0.24マイクロシーベルトとなります。そ

ういったことで、この0.23マイクロシーベルトというものが一つの基準として扱われているわ

けでございます。 

  本町では、ご承知のとおり役場、支所、教育機関等々において定期的に空間線量をこれは測

定をしております。いずれも基準値以下の数値でございまして、幼児や小・中学生の健康に影

響を及ぼすレベルではないというふうに考えております。県では、10月に宮城県健康影響に関

する有識者会議を設置いたしまして、拡散した放射性物質が健康に与える影響や健康調査の実

施、そういったことについて議論を重ねまして、ことしの２月に報告書がまとまりました。 

  この報告書を見ますと、３点挙げられておるんですが、第１点として、放射線の健康被害に

関する学術的な研究結果と、そして２点目として、県内地域における放射能の積算線量と、そ

して３点目として、本県における確認検査及び福島県におけるホールボディカウンターによる

内部被曝線量の測定結果と、こういった３つの科学的、医学的な観点からの結果が示されたわ

けでありますが、県内で比較的線量が高いと言われる県南、福島県境、丸森町のような地域に

おいて現状では健康への悪影響が考えられないと。そういったことから、県内における健康調

査の必要はないというふうな結論が出されております。 

  このため、町といたしましても、空間線量の測定等々は、これは継続して行っておりますが、

現時点では、放射能による子供たちの健康被害のための健康診断の実施の必要はないのではな

いかというふうに考えているところであります。 

  次に、通学時における安全確保の取り組みについてでございます。 

  大変これは重要な点でございます。県警、加美署の署長さんなども大分このことを気にとめ
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ておられて、同じようなことをこの加美町では決して起こしてはならないということで、警察

のほうでも、これは緊急合同点検などを教育委員会、学校、道路管理者等々と連携をとりなが

ら、この緊急合同点検というものを実施しております。また、町といたしましても、道路の陥

没とか、危険な箇所ございますので、ガードレールなども含めて関係課、あるいは警察などと

連携をとりながら、これらの対応を行っているというところであります。 

  また、交通事故のみならず、防犯上の対策ということも、これも大事でございますので、現

在各地区の安心・安全パトロール隊や防犯指導隊によりまして、定期的にご承知のとおり巡回

を行っておりまして、こういったことが私はかなり犯罪の抑止につながっているだろうという

ふうに考えております。 

  また、地域防犯連絡所とか、子ども110番とか、そういった制度もありますので、関係機関

が連携をとりながら、加美町でそういったことが起こらないように、大きな交通事故、あるい

は犯罪が起こらないように、子供がそういったことに巻き込まれないように取り組んでまいり

たいと考えております。 

○議長（一條 光君） 教育長。 

     〔教育長 土田徹郎君 登壇〕 

○教育長（土田徹郎君） それで、子供たちの安全・安心ということで、通学時における安全確

保の取り組みということですが、今町長からもあり、重複することもあると思います。４月下

旬に京都府で本当に悲惨な事故起きたわけでございます。その後も千葉県とか群馬県で同じよ

うな通学途中の子供が巻き込まれる交通事故というのが相次いで起きたというふうなことで、

このような事故を受けて、我が町の通学時の安全確保の取り組みということでございますが、

まず第１については、子供たちの交通安全への意識の啓発、指導、これが大事であるというふ

うに考えております。 

  学校では、年間計画における安全教育の一環ということで、特に新学期開始時とか、春、秋

の交通安全運動期間中に関係機関、特に警察署、また駐在所、交通安全協会等の協力を得て交

通安全教室の開催とか自転車の点検とか、これを実施しております。また、環境というふうな

ことを考えますと、通学路の安全確保ということについては、各学校で子供たちへ決められた

通学路、これをしっかりと使うということ、それからまた、定期的に危険箇所を確認するとか、

安全点検ということも実施しております。さらに、月１回から２回、保護者等による街頭指導

ということも行っております。 

  なお、昨年でしたが、町の交通安全協会の協力によりまして、中学生の下校時に非常に危な
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いと、暗くなってからのですね。ということで、自転車、また靴に張る反射テープ、ステッカ

ーをいただきまして、全員に配付して交通事故防止に取り組んでいるということもございます。

また、そのほか各学校では、子供たちが通学時に事故に遭わないようにさまざまな取り組みを

行っているというところでございます。 

  今町長からありましたが、安全・安心のパトロール隊の協力とか、それからなお不審者等の

あれもありまして、110番の家、これも昨年再度点検しまして、もう既にいなくなっている方、

まだ110番の家となっているとか、警察と全部点検しまして、それから表示板も新しくしまし

て、各学校で確認をして子供たちに万が一の場合の活用、これを指導しているというところで

ございます。 

  また、幼稚園とかこども園の取り組みということでは、やっぱり警察とか、駐在所の協力に

よって年３回の交通安全教室ということ、そしてまた、年齢に応じて道路の正しい歩き方とか

横断の仕方、信号の見方とか、このようなものを指導していると。 

  なお、やはり京都で起きた事故につきましては、本当に運転者側の全くの遺憾な問題という

ことで、子供たちだけではなく、ＰＴＡの会合等でも保護者とかに交通安全ということの働き

かけ、これもやっておるというところでございます。 

  なお、きのう通知入ったんですが、文部科学省から県教委経由で、通学路における緊急合同

点検報告ということが入りました。これについては、小学校と公立の特別支援学校の小学部を

対象に、まず学校と保護者の協力のもとに通学路の安全点検をすると。狭くないかとかガード

レールとか、そういうふうなことを一斉にやって、そして今度はそれによって学校、そしてま

た道路の管理者、所轄の警察署等によって合同点検をして改善につないでいくという事業が入

ってまいりました。それなんかもしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

  また、交通安全だけではなく、やはり先週でしたか、クマ出没ということで、ちょうど賀美

石小学校でしたが、下校時学校の近くを横切っていったというふうなことがありまして、保護

者に迎えに来てもらう、あとスクールバスを活用したということで事なきを得ていると、そう

いうのも視野に入れていかなければならないということでございます。以上でございます。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） 放射能による健康管理調査の件についてですけれども、一番甲状腺がん

についての心配な点というのは放射性ヨウ素なわけで、今現在は全くゼロなわけですね。半減

期が８日間ですから、今検査しても全く出てこないと。昨年の福島原発が爆発したとき、ここ

にどのくらいの放射性ヨウ素がおりたのかというのは全くだれも検査もしてないし、恐らくわ
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からないんだと思うんですが、そういう状況の中で福島県は全県やるわけですね、健康調査は。

平成４年４月２日から平成24年４月１日まで生まれたお子さんを検査するという、そして20歳

までは２年ごとに、それ以降は５年ごとに継続検査をしていくということのようでありますけ

れども、そういう中で福島県以上に放射線が今現在高い地域も宮城県内においてもあると思う

んです。 

  福島県でも低いところもあるわけですので、爆発したときの風の流れ等によって加美町も結

構山のほうは高いという状況にあるわけですので、高かったんではないかなというふうにも想

像するわけですけれども、町長からそれほど今の状況から見てそう大きく心配するほどではな

いという答弁もあったわけですけれども、これは県の調査、県の判断ということもあるようで

すけれども、それで、結局小さいお子さんを持っている保護者等から、放射性の健康調査をや

ってほしいとかという要望等は全くございませんでしょうか。 

○議長（一條 光君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） まず、私のところにはそういった声は全く届いてはおりません。それか

ら、町としてこれが必要かどうかという判断できるものというのは何物もないわけです。専門

家がいるわけではありませんし。ですから、私たちとしては県が健康影響に関する有識者会議

で出したこれは結論、いわゆる福島県境付近の県南であってもこれは健康調査の必要はないと

いう、これに基づいて判断するしかない。それを信じるしかないと思っております。 

  あと、私のところには届いておりませんけれども、ちょっと担当部局のほうにそういった声

が届いているかどうか答弁をさせます。 

○議長（一條 光君） 危機管理室専門監。 

○危機管理室専門監（佐藤勇悦君） 危機管理室専門監、お答えいたします。 

  先ほど一條議員が言われた放射線量の関係なんですけれども、事故が起きた昨年の３月11日、

そのときにはこの加美町にもかなり放射線量が飛散してきたのかなと思いますけれども、何せ

測定の計量器がなかったもので、昨年の７月から測定を開始したという経緯がございます。そ

れで、昨年の７月の時点での0.23マイクロシーベルトを超えた学校、こども園等の施設につき

ましては７カ所、月の平均なんですけれども、７カ所ほど0.23マイクロシーベルトを超えた数

値が出ると。それが先月の５月の平均ではその0.23マイクロシーベルトを超えた施設はなかっ

たということを見ますと、かなり放射線量は少なくなってきているという結果は出されており

ますので、先ほど町長が答弁したとおり、現在の数値ではそう影響はないだろうということだ

と思います。 
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  ただ、昨年の４月、５月がじゃあどのぐらいだったのかとなると、ちょっと資料がありませ

んので、結構高い数値が出てきているのかなとは思っております。 

  あと、町民の方から子供に対しての健康診断云々ということにつきましては、現在危機管理

室のほうにもございません。また、ちょっと昨年度の話になりますけれども、私が保健福祉課

長を拝命していた当時についても、そういう相談等の町民からの、父兄の方からの相談はなか

ったということでございます。以上です。 

○議長（一條 光君） 一條 寛君。 

○10番（一條 寛君） この健康調査はやっぱり県が中心になってやることだと思いますので、

もし町民の方から不安な声があった場合は、ぜひ県のほうと相談といいますか、要望等してい

ただいて、宮城県としても実施されるような方向で進めていただければと思います。 

  次に、交通安全の件についてでありますけれども、文部科学省から報告を出すようにという

通達があったということでありますけれども、これまでに町独自として通学路を点検した中で

歩行帯を拡幅したり、あとカラー塗装にして注意喚起したりとかというハード面での取り組み

が必要だと感じた部分等はございませんでしたでしょうかお伺いします。 

○議長（一條 光君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（竹中直昭君） 各学校で教育長が答弁しましたように、通学路については危険

箇所がないかそれぞれ点検してやっておりますけれども、道路について例えばカラー舗装して

ほしいとか、そういったことについては、今のところ学校からも声はございません。何とかそ

ういった通学路の安全をきちんと先生たちも確認してやっております。 

○議長（一條 光君） 以上をもちまして10番一條 寛君の一般質問は終了いたしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


